
危機管理マニュアル（災害等） Ｒ７．４．１
館林市立第五小学校

Ⅰ 地震に対する基本方針
１．「震度５弱以上」の地震が起き、登校前で児童が家庭にいる場合は登校させない。
２．「震度５強以上」の地震が登校後に起きた場合は、保護者が引き取りに来るまで学校で待機さ

せる。※震度５弱以下の場合は、安全を確認のうえ下校させることを原則とする。（教師引率
の集団下校もある。）

３．登下校中に地震が起きた場合は、下記「登下校時の対応」により、揺れが収まるまで安全な場
所を探し身を守る。揺れが収まったら、学校か家庭の近い方に向かわせる。迷った時は学校へ。

１ 登下校時の対応
児童の行動 教職員・保護者・地域の対応

地震発生 地震発生

○頭部を保護し身を低くする。 ○校内残留児童等の安否確認
安全確保 ○車道に出ない。 安否確認 ○通学路・避難場所の児童生

○建物・ブロック塀・窓ガ 徒等の安否確認（生徒引取
ラスから離れる。 り確認カードの持参）

近くの避難 ○ゆれがおさまったら、学校 自 校 通 ○保護者・地域と連携し生徒
場所へ移動 等の避難場所、又は自宅に 宅 内 学 の所在を確認

避難する。 確 巡 路 「子ども安全協力の家」
○自宅や学校に避難すること 認 視 巡 赤羽地区自主防災会との連携
が困難な場合、教職員や保 視
護者・地域の人が来るまで
待機する。

自 宅 児童の保護 ○家庭へ確実な引き渡し
○家族不在時は学校で保護

学 校 避難後の
対応決定

２ 校内の基本的な対応

（緊急地震速報受信） ○職員の携帯電話等での緊急地震速報受信に、速やかに対応
○児童の安全確保
「落ちてこない」
「倒れてこない」 場所へ身を寄せる

地 震 発 生 「移動してこない」

○可能であれば校内放送
初期対応 ○的確な指示（頭部の保護・机の下等への避難・机の脚を両

児童の安全確保 手でしっかり押さえる。その場を動かない等、配慮を要す
る生徒への対応）（各教科担当）

○火災等二次災害の防止（管理職）
○負傷者の確認（各授業担当者→各学年主任）→管理職



二次災害に備えて ○素早い情報収集
避難の決定と指示 ラジオ・テレビ、広報無線、インターネット等

○避難経路の安全確認（校長→教頭等→各学年主任）
○全校避難指示（校長→教頭→校内放送）
※放送が使用できないときは、職員同士が大声を出して
伝達

○人員確認（各学年主任→教頭→校長）
○余震を想定した迅速な判断と対応
○臨機応変な判断と対応
※その時々の状況把握と最も安全な行動選択

○児童を見失わないような、バランスのよい教員の配置と遅
れた生徒への対応

○的確な指示
二次対応 （頭部の保護・あわてない・押さない・走らない・しゃべら

校庭等への避難 ない・もどらない・危険なものに近づかない等）（担当教諭
・管理職等）

○教職員の連携（誘導・負傷者搬送等）（学年主任・養護教諭）
○児童名簿の携帯（各学年主任）
○避難場所については、建物の耐震状況や天候等も考慮し、
複数設定しておく。

○人員の確認と安否確認
避難後の （各学級担任→各学年主任→教頭等→校長）

安否確認及び安全確保 ○負傷者の確認と応急処置関係機関への連絡
（関係機関一覧表）（養護教諭）

○児童の不安への対処（養護教諭→管理職等）

３ 引渡しの手順
・「震度５強以上」の地震発生の場合、学校待機→引き渡し下校となる。
・地震その他で、下校の危険が予想されるとき、緊急メールで知らせる。

学級担任・養護教諭・管理職 災害対策本部

事 ○引渡しカードの準備 ○引渡し場所の決定
前 ↓ ・各教室又は体育館や校庭など、複数
準 ○児童を待機場所へ 設定しておき、状況に応じて判断
備

○保護者を誘導
保 ・駐車場等の案内
護
者 ○引渡し方法の説明
対 ・学校からの連絡事項も併せて
応

○引渡しカードの照合・引き渡し
引 ・保護者・代理人であることの確認 引渡しのルール

・カードを持参していなかった場合の対応 震度５強以上
について、事前に保護者と確認しておく 学校待機→保護者引渡し

渡 ○連絡先の確認 震度５弱以下
・帰宅後の連絡先がカードの連絡先と同じ 原則下校
かどうかの確認

し ・自宅以外に引き取る場合は連絡先を確認 交通事情等学校周辺の環境に
○名簿にチェック よって検討する。

↓
○災害対策本部に報告

↓
事 ○残った児童の保護 ○引渡し状況の集約
後 ・引渡しがいつ頃になるか見通しを持つ ↓
対 ○教育委員会に報告
応



Ⅱ 台風、大雪等の対応

１ 前日に暴風雨等の情報がある場合

前日の午前中までに措置（校種別に市内統一）を決定し、保護者に連絡します。

※児童の下校時に通知を持たせるか、または緊急メールを配信します。

２ 授業時間中に急な悪天候になった場合

①状況を判断し、下校が可能なときは速やかに集団下校をします。

②下校が難しいと判断した場合、引き渡し下校となります。

※保護者の皆様へ

緊急メールで学校からの情報をできる限り知らせていきますが、以下のことにご留意ください。

・安全を第一に考え、各ご家庭でも危険と判断された場合は、無理をせず、登校時間を遅らせたり

してください。この場合、学校での遅刻扱いはいたしません。なお、登校時の児童の安全確保は

各ご家庭でお願いいたします。

・児童の欠席・遅刻等につきましては、安全管理の面からその旨を確実に学校へ連絡して下さい。

・基本的には、ラジオやテレビ、インターネットなどでの気象情報を確認していただくことになり

ます。また、学校へのお問い合わせの電話は、混乱を避けるためお控えください。

Ⅲ 竜巻発生時の対応

竜巻等突風は、発達した積乱雲に伴って発生する局所的・突発的な現象であり、場所と時間を特定

して事前に予測することは現状では困難です。児童の安全を確保するため、①教職員が竜巻等突風の

危険性を認識し、②事前に天気予報を確認するとともに、③天気の急変などの場合には躊躇すること

なく計画の変更・中断・中止等の適切な措置を講ずることになります。

また、児童が自分で判断して身の安全を確保できるように、日常の指導の中で、①積乱雲がもたら

す急な竜巻等突風や積乱雲の近づく兆しがある場合のとるべき行動、②竜巻等突風の特性、③安全な

避難場所について、十分理解させます。

【竜巻が予想される場合に考えられる対処行動】

〈屋内にいる場合〉 〈屋外にいる場合〉

・窓を閉め、カーテンを閉めて、窓から離れる。 ・近くの丈夫な建物に避難する。

・雨戸やシャッターを閉じる。 ・（丈夫な建物がない場合は）近くの水路やくぼ

・地下室や建物の最下層に移動する。 地に身を伏せ、頭と首を守る。

・家の中心部に近い、窓のない部屋に移動する。 ・車庫や物置き、プレハブを避難場所にしない。

・部屋の隅やドア、外壁から離れる。 ・橋や陸橋の下に行かない。

・丈夫な机の下に入り、両腕で頭と首を守る。 ・飛来物に注意する。

・上着や荷物で頭部を覆う。

Ⅳ 集中豪雨等による洪水発生時の対応

地震によるダムや堤防の決壊、台風等に伴う大雨により、河川や沼氾濫による増水・浸水が見込ま

れる場合の対応は、以下のようにします。

①学校管理下にあるとき

・２階以上に避難をします。（防災マップでは、五小の浸水予測は５０㎝から１ｍのため）避難後は、

地震発生時または台風時の対応に準じた対応をとります。

②学校管理下以外にあるとき

・災害の種類により、地震発生時または台風時の対応に準じた対応をとります。

Ⅴ 災害用伝言ダイヤルの利用方法

大災害発生時には、安否確認・問合せ等の電話が爆発的に増加し、電話回線が混雑することで学校

と保護者の連絡が困難になることが予想されます。

そこで、保護者への対応として、ＮＴＴが設置する「１７１（災害用伝言ダイヤル）」を利用するこ

とで、安否情報等の伝達の向上を図ることができます。

このシステムは、被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声により伝達す

るものです。



１ 位置のお知らせ
震度６弱以上の地震発生時等にテレビやラジオ等でＮＴＴが「１７１」を設置したことや利用方法

・伝達登録エリア（都道府県単位）等が知らされる。
２ 利用方法
固定電話や携帯電話等のあらゆる電話から接続・利用が可能となる。

(１) 伝言の再生（保護者）
１ 「１」・「７」・「１」にダイヤルする。

２ ガイダンスが流れる。

３ 「２」をダイヤルする。

４ ガイダンスが流れる。

５ 学校の電話番号を市街局番からダイヤル（０２７６－７２－４３１４）
し、伝言を再生する。（新しいメッセージから再生される。）

(２) 伝言の録音（学校） 学校の電話番号を市街局番からダイヤル（０２７６－７２－４３１４）
し、伝言を３０秒以内で録音する。

上記１～４を行って
(３) 伝言の録音時間 １伝言あたり３０秒以内
(４) 伝言の保存期間 録音時から４８時間
(５) 伝言の蓄積数 １番号あたり１～１０件

Ⅵ 情報連絡体制

館林市災害対策本部

開 設 要 請 初期行動による報告

被災状況報告・協議
学校災害対策本部 指示・支援 教育委員会

ＰＴＡ・地域団体等 教 職 員
ＰＴＡ会長
区長会（赤羽自主防
災委員長）

館林市安全安心メール

Ⅶ 学校災害本部の設置

区 分 設置要件 設置形式 設置形態

非常設置 勤務時間内において、震度５弱以上 個別発令 本部長（校長）がその都度設置する。
の地震が発生し、被害状況等により、
本部長（校長）が必要と認めたとき ※勤務時間内に震度６弱以上の地震が

発生した場合は、全教職員が災害対策
特別設置 震度６弱以上の地震が発生したとき 自動発令 業務に従事するものとする。



動員職員の区分 動員職員の指定基準

区 分 役 割 業務内容 震 度 動員区分

初期動員 災害発生後、学校に出動し災害対策業務 全教職員が災 震度５弱 初期動員
に従事する。 害対策業務に 所属の１０％

従事する。 （運営委員）
（本人又は家
族の負傷や、

一号動員 学校に到着後、初期動員職員とともに、 その他の出動 震度５強 一号動員
災害対策業務に従事する。 できない事情 所属の５０％

がある時は免
除）

二号動員 学校に到着後、初期・一号動員職員とと 震度６弱 二号動員
もに、災害対策業務に従事する。 全職員

Ⅷ 弾道ミサイル発射に伴う対応

弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合は、Ｊアラート等により情報伝達され

ます。

１ Ｊアラート等を通じて緊急情報が発信された場合の対応
弾道ミサイルが着弾した際には、暴風や破片等による危険が想定されるため、それから身を守る行

動をとることが必要です。正しい知識を身に付け、適切な避難行動をとることにより、被害を最小限
にするようにします。
（１）Ｊアラートによる情報伝達と学校における基本的な行動の流れ



（２）様々な場面における避難行動の留意点

（３）学校における臨時休業や授業開始時間の判断等について
臨時休業や登校時間調整については、学校教育法施行規則第６３条に基づき学校長が教育委員会

等と協議しながら判断します。



Ⅸ インターネット上の犯罪被害への対応
小学校においては、被害に遭わないようにするための安全教育を重視します。その際、群馬県教

育委員会から出されている「おぜのかみさま」を活用していくようにします。また、いじめ等につ
ながる携帯・スマホの利用の方法についても、未然に防止する教育を重視します。
被害に遭ったときのことを想定して、日頃から警察等との連絡体制を整えておきます。また、保

護者に対しては、児童がトラブルに巻き込まれないよう啓発していくとともに、「フィルタリングサ
ービス」の必要性を案内していきます。


